


事故発生状況と再発防止策（R8.2.24鹿児島県徳之島町）

【事故発生状況】 【再発防止策】

【事故発生原因】

下水道管布設工事において、作業員1名が矢板設置前の
掘削箇所（掘削深2.5m、幅0.91m）に侵入したところ、側
面の土砂が崩壊し下敷きとなった。他の作業員の通報を受
けた救急隊に救出され、緊急搬送されたが、死亡が確認さ
れた。

・1.5mを超える深さの掘削作業を行う時は、必ず先行して
土留めを設置したのちに掘削作業を行う。

・土留めの設置前に作業員が立ち入らないよう徹底する。

・掘削作業を行う際は、地山の掘削作業主任者が、地山の
状況や湧水の有無を注意深く監視する。

・地山の掘削作業主任者等により、地山が弱いと判断され
た場合は、掘削深さにかかわらず、直ちに仮止めなどの
事前対策を行う。

【状況図】【平面図】

別紙

・掘削深1.5mを超える深さであったにもかかわらず、土留め
設置前に掘削断面内へ立ち入り、作業を実施したこと。

・作業員を単独で作業させてしまったことにより、掘削時に
地山の異変、予兆を確認することができなかったこと。

【状況写真】
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